
開催
日時

開催
場所

第121回
定時株主総会
招集ご通知

2025年６月25日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

横浜市中区桜木町一丁目１番地８

日石横浜ビル １階
日石横浜ホール

議 案
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取

締役を除く）７名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役２名

選任の件

書面またはインターネットによる議決権
行使期限は、2025年６月24日（火曜日）
午後５時30分までとなります。

証券コード：6379



産業インフラを支える。豊かな未来を拓く。
●安全で安定的なプラントの操業を支え、人、暮らし、環境の未来に貢献します。
●メンテナンスとエンジニアリングによって、プラントおよび設備の最適化を実現します。
●多様性・自主性を尊重し、従業員・パートナー企業の幸せを追求します。

企業理念

変革の時代に、進化したプラントサービスを
●エネルギーに携わる企業としての社会的責任を全うし、カーボンニュートラル社会の

実現に貢献します。

●常に最新の技術を導入・洗練し、メンテナンス・エンジニアリングの両輪で
パートナー企業と共に最大限の顧客価値を提供し続けます。

●人々の暮らしを支えるプラントの安定稼働を守る柱であるというプライドを持ち、
従業員がやりがいをもって働くことのできる会社を目指します。

長期ビジョン
RAIZNEXT

Group
V-2032

進取果敢 誠心誠意 共存共栄
既存の枠組みに捉われず
新しい発想で積極的に
挑戦します。

お客様によりそい
一つひとつの仕事に
心を込めて取り組みます。

関係する全ての人を尊重し
ステークホルダーとともに
発展します。

行動指針

幅広い事業領域のプラントに対応するメンテナンスと
エンジニアリングで事業の発展に貢献します
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株主各位
証券コード：6379

（発送日）2025年６月６日
（電子提供措置の開始日）2025年６月３日

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地８（日石横浜ビル）

代表取締役社長
社長執行役員
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第121回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第121回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいます

ようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは郵送により議決権を行使すること

ができますので、後記「株主総会参考書類」をご検討のうえ、開催日前日の2025年６月24日
（火）午後５時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬具
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記

1. 日 時 2025年６月25日（水曜日）午前10時
（受付開始 午前９時）

2. 場 所 横浜市中区桜木町一丁目１番地８
日石横浜ビル １階 日石横浜ホール
（末尾の「第121回定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください）

3. 株主総会の目的事項
報告事項 1. 第121期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件

2. 第121期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

4. 電子提供措置事項
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブ

サイトに電子提供措置事項を掲載しております。下記ウェブサイトにアクセスして「投資家
情報」「株主情報」「株主総会」の順に選択してご覧ください。
当社ウェブサイト
https://www.raiznext.co.jp/
また、上記のほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。下記ウェブサイ

トにアクセスして、銘柄名（会社名）に「レイズネクスト」またはコードに当社証券コード
「6379」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して「縦覧書類」にあ
る「株主総会招集通知/株主総会資料」欄をご覧ください。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

以 上
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● 株主総会に関するご留意事項
◎ 当日ご来場の株主様に、心ばかりではありますがお土産をお渡ししたいと存じます。なお、

ご持参の議決権行使書用紙の枚数にかかわらず、ご来場の株主様お一人につき1個とさせて
いただきます。

◎ 会社法改正による電子提供制度の施行に伴い、株主総会参考書類等は当社ウェブサイトに掲
載していますが、一般の株主様、書面交付請求された株主様には、それぞれ■印書面を本招
集ご通知に添付いたしました。

◎ 法令および当社定款第16条第2項に基づく交付書面非記載事項は当社ウェブサイト等に掲載
しており、本招集ご通知には記載しておりません。なお、監査等委員会および会計監査人は
当該事項を含む監査対象書類を監査しております。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。

項目 一般の
株主様

書面交付
請求された
株主様

ウェブ
サイト

【株主総会招集ご通知】 ■ ■ ♦
【株主総会参考書類】 ■ ■ ♦
【事業報告】

■ ♦
【連結計算書類】
【計算書類】
【監査報告】
【会場ご案内】 ■ ■ ♦
【法令・定款に基づく交付書面非記載事項】

♦

・事業報告「業務の適正を確保するための体制
および運用状況に関する事項」

・連結計算書類「連結株主資本等変動計算書」
・連結計算書類「連結注記表」
・計算書類「株主資本等変動計算書」
・計算書類「個別注記表」



❷ 議決権を事前に行使する❶ 書類を見る

議決権をお持ちの株主様ご本⼈に限り、当社の定時株主総会招集ご通知
の記載事項に関するご質問をお受けいたします。
2025年6⽉18⽇(⽔)までに、ご質問ください。
お寄せいただきましたご質問のうち、株主の皆様の関⼼の⾼いご質問に
つきましては、株主総会当⽇にご回答させていただきます。承りました
ご質問の全てにつきまして、ご回答をお約束するものではございません。
また、株主様への個別のご説明・ご連絡は⾏いませんので、予めご了承ください。

当社株主総会の流れ
株主総会開会まで

●ご質問のご登録には、同封の議決権⾏使書⽤紙に記載の株主番号の⼊⼒が必要になります。
●株主番号およびお名前に不備があった場合は、受付いたしかねますのでご注意ください。
●ご質問内容はできるだけ具体的・簡潔にお願いいたします。
●�⾮公開情報に関するご質問、⾦融商品取引法第166条に定める「重要事項」に該当する可能性のあるご質問、個⼈情報に関わるご質問、法律
上回答ができないご質問等につきましては、ご回答を控えさせていただきます。

■ 事前質問の受付について

でのご確認となりま
す。

「印刷物」＋「ウェブ」

電子提供制度対応に
伴い株主総会資料（招
集ご通知）が

株主総会資料（一式）

株主総会資料（一部）
2025年６月24日（火）午後５時30分まで

行使期限

■ インターネットまたは郵便

詳細は７頁

機関投資家の皆様へ
機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

■「招集ご通知」をインターネットで簡単・便利に

「ネットで招集」にアクセスいただくと、「招集ご通知」の主な掲載内
容を、スマートフォンをはじめ様々なデバイスでご覧いただけます。

「ネットで招集」とは

「ネットで招集」トップページ右上の 議決権行使 ボタン
を押すと、お手元の端末のカメラが起動します。カメラで議
決権⾏使書⽤紙のQRコードを撮影すれば、スマートフォン
で議決権⾏使ができる画面にアクセスいただけます。

スマートフォンでの議決権行使もできます

アクセスはこちら▶
https://s.srdb.jp/6379/

「ネットで招集」のご案内

▶

見本
議決権行使

「ネットで招集」
トップ画面

QRコードを
撮影する

A
Q https://q.srdb.jp/6379/

アクセスはこちら▶
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株主総会への出席による議決権行使 株主総会のオンデマンド配信

横浜市中区桜木町一丁目１番地８�

日石横浜ビル １階
日石横浜ホール

株主総会当日 株主総会終了後

発言する

URL

議決権行使をする

ログイン情報

動画配信に関するご注意事項

●�事前⾏使も可能です。
●��お手数ながら同封の議決権⾏使書⽤紙を会場受
付にご提出ください。

●��招集ご通知の配付はございませんので、必要な
場合はご持参ください。

●�配信映像の録画・撮影や保存はご遠慮ください。
また配信URL・ID・パスワードの外部公開はお控
えください。

●�ご使⽤のパソコン等の端末およびインターネットの
接続環境ならびに回線の状況等により、正常にご
視聴いただけない場合がございます。

●�配信をご視聴いただく場合の通信料等につきまし
ては、株主様のご負担となります。

株主総会当⽇の模様を、後⽇ウェブ
サイト上でオンデマンドにて株主様
限定で配信させていただく予定です。
以下のURLまたは右のQR
コードよりアクセスして
ください。

https://v.srdb.jp/6379/
2025soukai/

ID：raiznext2025
パスワード：soukai6379

2025年６月25日（水）開催日時

開催場所

午前10時開始
（受付開始午前９時）
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同封の議決権行使書に議案に関する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

郵送で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合

QRコードを読み取る方法 議決権行使書副票（右側）に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権
行使サイトにログインすることができます。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

１ QRコードを読み取る

議決権行使書副票（右側）に記載のQR
コードを読み取ってください。

以降は、画面の案内に
従って賛否をご入力く
ださい。

以降は、画面の案内に
従って賛否をご入力く
ださい。

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用QRコード」
はこちら

２ 議決権行使方法を選ぶ

２ ログインする

お手元の議決権行使書用紙の副票
（右側）に記載された「ログインID」
および「仮パスワード」を入力

「ログイン」
をクリック

１ 議決権行使サイトにアクセスする

「次の画面へ」をクリック

（https://evote.tr.mufg.jp/）
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インターネットまたは郵送で議決権を行使される場合のお手続きについて

ご
注
意
事
項

▢書面（議決権行使書）の郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合にはインターネットにより行使された内容を、インターネットにより
複数回にわたり議決権を行使された場合には最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

▢議決権行使サイトをご利用いただくための費用（インターネット接続料金・通信料金等）は株主様のご負担となります。
▢インターネットによる議決権の行使は、2025年6月24日（火曜日）午後5時30分まで受付いたしますが、できるだけお早めにご行使いただき、ご不明な点
等がございましたらヘルプデスクへお問合せください。

▢パスワードの取扱い
１．株主総会招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
２．パスワードは議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですので、大切にお取扱いいただきますよう、お願い申し上げます。パス

ワードに関するお電話等によるご照会にはお答えいたしかねますのでご了承ください。

インターネットによる議決権行使に関する
お問合せ先（ヘルプデスク）

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
0120-173-027（受付時間 午前９時から午後９時まで、通話料無料）



第120期
2023年度

連結配当性向
中間 期末 記念配当

（ご参考）１株当たり配当金および連結配当性向の推移

第119期
2022年度

第118期
2021年度

第121期
2024年度

（当事業年度）

58円

40.5％
50.4％

72円

100.6％

135円135円
60.3％

91円

中間
35円

期末
56円
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株主総会参考書類
議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

当社は株主様への利益配当を経営の最重要課題と位置付けております。収益に即した、継続的
かつ安定的な配当を実施することに留意し、60％以上の連結配当性向を目標としております。
当期の期末配当につきましては、上記に基づき、通期の連結業績を総合的に勘案したうえで、

1株につき56円といたしたいと存じます。

１ 配当財産の種類 金銭といたします。

２ 配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式１株当たり金56円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、3,021,722,480円となります。
(ご参考) 中間配当を含めた年間配当金は、1株につき91円となります。

３ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月26日といたしたいと存じます。



再任

男性

再任

男性

再任

男性

再任

男性

新任

男性

新任

男性

再任 社外 独立

男性
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（７名）は本総会終結の時をもって任期満了と
なります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く）７名の選任をお願いいたし
たいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の

意見を得ております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 当社における地位および担当

取締役会
出席状況

(2024年度)

1 毛利 照彦 代表取締役社長 社長執行役員 12/12回
(100％)

2 上田 秀樹
取締役副社長 副社長執行役員
社長補佐（工務本部、安全・品質本部）
営業本部、タンク本部 管掌

12/12回
(100％)

3 木村 裕之
取締役副社長 副社長執行役員
社長補佐（プロジェクト事業部、エンジ
ニアリング本部）

10/10回
(100％)

4 中宅間 大作
取締役副社長 副社長執行役員
社長補佐（DX本部、メンテナンス事業
部）

10/10回
(100％)

5 佐久間 裕
専務執行役員
社長補佐（内部統制室、法務部、総務
部、人事部、経営企画部、経理部）

―

6 川村 雅彦 常務執行役員
メンテナンス事業部 管掌 ―

7 伊佐 範明 社外取締役 12/12回
(100％)



再任

男性
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所有する当社株式数
33,157株

取締役在任年数
(本株主総会終結時)

７年

候補者番号

1
も う り て る ひ こ

毛利 照彦（1963年１月31日生）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1988年 ４月 新潟工事株式会社入社
2011年 ４月 当社第１事業本部仙台事業所長
2013年 ９月 当社第２事業部千葉事業所長
2016年 ６月 当社執行役員、工務本部長
2018年 ６月 当社取締役 常務執行役員、工務本部所管、工務本部長
2019年 ７月 当社取締役 常務執行役員、工務本部管掌、工務本部長
2020年 ４月 当社取締役 常務執行役員、工務本部管掌
2020年 ６月 当社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
選任理由
毛利照彦氏は、これまで主に事業部門や工務部門に従事し、仙台事業所長や千葉事
業所長、工務本部長を歴任、豊富な経験と工事施工に関する高い見識を有していま
す。また、同氏は、2018年６月に当社取締役に、2020年６月に当社代表取締役社
長 社長執行役員に就任し、当社の経営を担ってまいりました。これらの経験や実績
を活かすことにより、当社グループの業務執行の推進および取締役の職務執行の監
督を適切に実施できるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。



再任

男性
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所有する当社株式数
13,826株

取締役在任年数
(本株主総会終結時)

６年

候補者番号

2
う え だ ひ で き

上田 秀樹（1960年12月16日生）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1983年 ４月 興亜石油株式会社入社
2012年 ６月 JX日鉱日石エネルギー株式会社麻里布製油所長
2016年 ４月 川崎天然ガス発電株式会社代表取締役社長
2018年 ４月 JXエンジニアリング株式会社執行役員、プロジェクト本部副本部長
2019年 ４月 同社取締役 執行役員（特命担当）
2019年 ７月 当社取締役 常務執行役員、営業本部、金属事業部、オーナーズエンジニ

アリング事業部管掌
2020年 ６月 当社取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部、オーナー

ズエンジニアリング事業部管掌
2021年 ６月 当社取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、オーナーズエンジニア

リング事業部管掌
2023年 ４月 当社取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐（工務本部、安全・品質

本部）、営業本部、タンク本部 管掌（現任）
選任理由
上田秀樹氏は、これまで主に製油所運営に従事し、豊富な経験と実績を有しており
ます。また、川崎天然ガス発電株式会社の代表取締役社長、現在は当社の取締役副
社長、社長補佐として営業部門や事業部門、工務部門も管掌するなど、当社グルー
プの業務執行の推進および取締役の職務執行の監督を適切に実施できるものと判断
し、引き続き取締役候補者といたしました。



再任

男性

12

所有する当社株式数
2,785株

取締役在任年数
(本株主総会終結時)

１年

候補者番号

3
き む ら ひ ろ ゆ き

木村 裕之（1963年10月8日生）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1986年 ４月 日本鉱業株式会社入社
2015年 ６月 JX日鉱日石エネルギー株式会社技術部長
2016年 １月 JXエネルギー株式会社技術部長
2017年 ４月 JXTGエネルギー株式会社製造本部技術計画部長
2018年 ４月 同社執行役員、製造本部製造部長
2020年 ４月 同社常務執行役員、環境安全部・品質保証部・再生可能エネルギー事

業部管掌
2020年 ６月 ENEOSホールディングス株式会社常務執行役員、環境安全部・品質

保証部管掌
ENEOS株式会社常務執行役員、環境安全部・品質保証部・再生可能
エネルギー事業部管掌

2021年 ４月 ENEOS株式会社常務執行役員、製造部・工務部・技術計画部・製油
所・製造所管掌

2024年 ４月 当社副社長執行役員、社長補佐（プロジェクト事業部、エンジニアリ
ング本部）

2024年 6 月 当社取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐（プロジェクト事業部、
エンジニアリング本部）（現任）

選任理由
木村裕之氏は、これまで長年にわたり非鉄金属会社および石油精製会社において製
造技術部門、工務部門、品質保証部門等に従事し、また、ENEOSホールディングス
株式会社およびENEOS株式会社の常務執行役員として新たな事業の柱となる再生可
能エネルギー事業分野の推進やサステナブル経営の中心的な役割を担うなど、豊富
な経験と実績を有しております。現在は当社の取締役副社長、社長補佐としてプロ
ジェクト事業部門およびエンジニアリング部門を担当するなど、当社グループの業
務執行の推進および取締役の職務執行の監督を適切に実施できるものと判断し、引
き続き取締役候補者といたしました。



再任

男性

13

所有する当社株式数
7,260株

取締役在任年数
(本株主総会終結時)

１年

候補者番号

4
な か た く ま だ い さ く

中宅間 大作（1963年12月21日生）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1982年 ４月 新潟工事株式会社入社
2013年 ６月 当社第３事業部水島事業所長
2016年 ４月 当社第３事業部副事業部長
2016年 ６月 当社執行役員、第３事業部長
2018年 ６月 当社常務執行役員、第３事業部長
2023年 ４月 当社常務執行役員、メンテナンス事業部管掌
2024年 ４月 当社専務執行役員、メンテナンス事業部管掌
2024年 6 月 当社取締役 専務執行役員、メンテナンス事業部管掌
2025年 4 月 当社取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐（DX本部、メンテナン

ス事業部）（現任）

選任理由
中宅間大作氏は、これまで主に事業部門に従事し、水島事業所長や第３事業部長を
歴任、メンテナンス事業部門を統括するなど、当社の現場事業に精通しており、豊
富な経験と工事施工に関する高い見識を有しております。現在は当社の取締役副社
長、社長補佐としてDX部門およびメンテナンス事業部門を担当するなど、当社グル
ープの業務執行の推進および取締役の職務執行の監督を適切に実施できるものと判
断し、引き続き取締役候補者といたしました。



新任

男性
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所有する当社株式数
6,879株

候補者番号

5
さ く ま ゆ た か

佐久間 裕（1963年6月30日生）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1987年 ４月 日本石油株式会社入社
2017年 ６月 JXTGホールディングス株式会社法務部長
2018年 4 月 JXTGホールディングス株式会社

JXTGエネルギー株式会社法務部長
2019年 4 月 JXエンジニアリング株式会社執行役員、総務人事部長
2019年 7 月 当社執行役員、法務部長
2021年 ６月 当社上席執行役員、内部統制室、法務部、経理部、情報システム部所

管
2023年 4 月 当社常務執行役員、内部統制室、法務部、人事部管掌
2025年 ４月 当社専務執行役員、社長補佐（内部統制室、法務部、総務部、人事

部、経営企画部、経理部）（現任）
選任理由
佐久間裕氏は、これまで石油会社における法務部門の要職を歴任、当社では執行役
員として法務部長やコーポレート部門に携わるなど、同分野における豊富な経験と
知見を有していることから、当社の経営体制強化を期待できると判断し、取締役候
補者といたしました。



新任

男性

15

所有する当社株式数
12,806株

候補者番号

6
か わ む ら ま さ ひ こ

川村 雅彦（1966年10月9日生）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1989年 ４月 新潟工事株式会社入社
2016年 6 月 当社第2事業部千葉事業所長
2019年 4 月 当社第2事業部副事業部長兼千葉事業所長
2022年 6 月 当社執行役員、第2事業部副事業部長兼鹿島事業所長
2023年 4 月 当社執行役員、工務本部長
2025年 4 月 当社常務執行役員、メンテナンス事業部管掌（現任）
選任理由
川村雅彦氏は、これまで主に事業部門に従事し、千葉事業所長や鹿島事業所長、工
務本部長を歴任、豊富な経験と工事施工に関する高い見識を有していることから、
当社の経営体制強化を期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
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所有する当社株式数
1,218株

取締役在任年数
(本株主総会終結時)

３年

候補者番号

7
い さ の り あ き

伊佐 範明（1957年7月14日生）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1980年 ４月 丸紅株式会社入社
2006年 ４月 同社電力部門 電力総括部 部長
2013年 ４月 同社執行役員、人事部 部長
2017年 ４月 同社執行役員、CSO補佐

株式会社アヴァンティスタッフ社外監査役
2018年 ４月 丸紅新電力株式会社取締役会長
2021年 ４月 株式会社NSGホールディングス顧問（現任）
2022年 １月 開志専門職大学客員教授（現任）

新潟食料農業大学客員教授（現任）
2022年 ６月 当社社外取締役（現任）
2022年 ７月 新電力新潟株式会社取締役会長（現任）
選任理由および期待される役割
伊佐範明氏は、総合商社において経営戦略に携わる等、豊富な経験と幅広い見識を
有しております。これら経験や見識を活かし、当社経営に対する助言や指導、客観
的な視点での適切な監督により、当社の経営体制強化を期待できると判断し、引き
続き取締役候補者といたしました。

（注）1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 伊佐範明氏は、社外取締役候補者です。
3. 伊佐範明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場
合、引き続き独立役員とする予定です。

4. 当社は、伊佐範明氏との間で、会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任を限定する旨の契約
を締結しており、再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定です。なお、当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する額であります。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することになる争訟費用および法律上の損害を当該保険契約により填補することと
しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定
であります。なお、当該保険契約の次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
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男性
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女性
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第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役佐分紀夫および水地啓子の両氏は本総会終結の時をもって任期満了と
なります。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 当社における

地位および担当
取締役会
出席状況

(2024年度)

監査等委員会
出席状況

(2024年度)

1 佐分 紀夫 社外取締役
（監査等委員）

12/12回
(100％)

10/10回
(100％)

2 水地 啓子 社外取締役
（監査等委員）

12/12回
(100％)

10/10回
(100％)



再任 社外 独立

男性
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所有する当社株式数
6,151株

取締役在任年数
(本株主総会終結時)

６年

候補者番号

1
さ ぶ り と し お

佐分 紀夫（1949年6月2日生）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1982年 10月 監査法人中央会計事務所入所
1986年 ３月 公認会計士登録
1993年 ９月 中央監査法人 社員（パートナー）
1999年 １月 テンプスタッフ株式会社（現 パーソルテンプスタッフ株式会社）入

社
2004年 ６月 同社取締役サポート本部長兼財務部長
2005年 ６月 同社常務取締役経営企画本部長
2008年 10月 テンプホールディングス株式会社（現 パーソルホールディングス株

式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
2010年 ５月 Kelly Services,Inc. 取締役
2012年 11月 TS Kelly Workforce Solutions Co.,Ltd. CEO
2015年 ６月 株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役（現任）
2019年 ７月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
選任理由および期待される役割
佐分紀夫氏は、公認会計士や企業経営としての経験および財務・会計に関する専門
的な見識を有しております。2019年７月から当社の監査等委員である社外取締役と
して積極的に活動を行っており、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の
執行を監査していただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である
社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役候補者
といたしました。また、選任後は引き続き、上記の役割を果たしていただくことを
期待しております。
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女性
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所有する当社株式数
0株

取締役在任年数
(本株主総会終結時)

６年

候補者番号

2
す い ち け い こ

水地 啓子（1955年4月23日生）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1983年 ４月 弁護士登録（横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会））
1983年 ４月 森法律事務所入所
1999年 ４月 横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）副会長
2010年 １月 社会福祉法人親善福祉協会理事
2010年 ４月 横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）会長
2014年 ４月 日本弁護士連合会副会長
2018年 ７月 横浜市人事委員会委員長（現任）
2019年 ７月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年 ６月 社会福祉法人親善福祉協会理事長（現任）

選任理由および期待される役割
水地啓子氏は、弁護士としての高度な法律面の見識を有しております。2019年７月
から当社の監査等委員である社外取締役として積極的に活動を行っており、独立し
た客観的な観点から取締役の職務の執行を監査していただいております。こうした
ことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していた
だけるものと判断し、取締役候補者といたしました。また、選任後は引き続き、上
記の役割を果たしていただくことを期待しております。

（注）1. 佐分紀夫と水地啓子の両氏と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 佐分紀夫と水地啓子の両氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。
3. 佐分紀夫と水地啓子の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任
が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

4. 当社は、佐分紀夫と水地啓子の両氏との間で、会社法第423条第1項の定める損害賠償責任を限定す
る旨の契約を締結しており、再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定です。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することになる争訟費用および法律上の損害を当該保険契約により填補することと
しております。両候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被
保険者となる予定であります。なお、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。

以 上



20

（ご参考）
当社では、企業理念、長期ビジョン、中期経営計画等に基づく当社の掲げる目標を達成するた

めに必要な知識・経験・能力等を備える者を取締役に選任することとしております。
また、当社事業分野に関する知識、財務・会計・法務に関する知見、企業経営に関する多様な

視点や経験、高度な専門知識等のバランスを考慮し、総合的に検討し、監査等委員である取締役
を選任することとしております。
なお、本定時株主総会後の当社取締役の専門性と経験は、次表のとおりであります。

候補者
番号 氏名 性別 企業経営 財務/

会計
営業/

事業戦略
技術/
品質/
IT

人財マネ
ジメント

コンプラ
イアンス/
リスクマネ
ジメント

サステナ
ビリティ

取締役

1 毛利 照彦 男性 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 上田 秀樹 男性 〇 〇 〇 〇 〇

3 木村 裕之 男性 〇 〇 〇

4 中宅間 大作 男性 〇 〇 〇

5 佐久間 裕 男性 〇 〇 〇 〇

6 川村 雅彦 男性 〇 〇 〇

7 伊佐 範明 男性 〇 〇 〇 〇

監査等
委員
である
取締役

1 佐分 紀夫 男性 〇 〇 〇

2 水地 啓子 女性 〇 〇 〇 〇

― 西田 まゆみ 女性 〇 〇 〇

（注）取締役がそれぞれ保有している専門性・経験のうち、特に発揮が期待されるものに○を記載しており
ます。
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（ご参考）当社の社外取締役の独立性判断基準

当社は、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員（その候補者も含む）が、以
下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとします。
１．就任前10年間のいずれかの時期において、当社または当社の子会社（併せて「当社グループ」という。以

下同じ）の業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ）であった者
２．当社グループの主要な株主（直接または間接に当社の10％以上の議決権を保有する株主をいう。以下同

じ）、またはその業務執行者
３．当社グループが現在の主要な株主である会社の業務執行者
４．当社グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支

払いを当社グループから受けた者）、またはその業務執行者
５．当社グループの主要な取引先である者（当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総

売上高の２％以上の支払いを行っている者）、またはその業務執行者
６．当社グループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30

％のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている組織の理事（業務執行に当たる者に限る）、
またはその他の業務執行者

７．当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他大
口債権者の業務執行者

８．当社グループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしく
は税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者

９．上記８．に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外
に当社グループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

10．上記８．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専
門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度
の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当社グループから受けたファーム）の社
員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者

11．上記２．から10．に就任前３年間のいずれかの時期において該当していた者
12．当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
13．上記１．から12．のいずれかに該当する者（重要でない者を除く）の近親者（二親等内）
14．独立社外取締役としての通算の在任期間が８年間を超える者
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事業報告（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

１．経営の基本方針

（1）経営の基本方針

【企業理念】

産業インフラを支える。豊かな未来を拓く。
・安全で安定的なプラントの操業を支え、人、暮らし、環境の未来に貢献します。
・メンテナンスとエンジニアリングによって、プラントおよび設備の最適化を実現します。
・多様性・自主性を尊重し、従業員・パートナー企業の幸せを追求します。

【長期ビジョン】

RAIZNEXT Group V-2032
変革の時代に、進化したプラントサービスを

・エネルギーに携わる企業としての社会的責任を全うし、カーボンニュートラル社会の実現に貢献します。
・常に最新の技術を導入・洗練し、メンテナンス・エンジニアリングの両輪でパートナー企業と共に最大限の顧客価値
を提供し続けます。

・人々の暮らしを支えるプラントの安定稼働を守る柱であるというプライドを持ち、従業員がやりがいをもって働くこ
とのできる会社を目指します。

【行動指針】

進取果敢
既存の枠組みに捉われず
新しい発想で積極的に

挑戦します。

誠心誠意
お客様によりそい
一つひとつの仕事に

心を込めて取り組みます。

共存共栄
関係する全ての人を尊重し
ステークホルダーとともに

発展します。



Raiznext Group V-2032

2019～2020
第1次中計

2021～2024
第2次中計

2025～2028
第3次中計

2029～2032
第4次中計

長期ビジョン

RAIZNEXT SYNERGY POWER

シナジー効果
創出のための融合

長期ビジョン達成への
ファーストステップ

長期ビジョンの実現（仕上げ）
・次期長期ビジョンの策定

RAIZNEXT X
CHALLENGE
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（2）長期ビジョン・中期経営計画
当社グループは2025年3月に、長期ビジョンを踏まえた「第3次中期経営計画」(2025年

度から 2028年度まで )を策定しました。第 3次中期経営計画は「RAIZNEXT X
CHALLENGE」をテーマとし、長期ビジョン実現の総仕上げとなる第４次中期経営計画に向
け、従来のやり方にとらわれず、あらゆる変革に挑戦する期間と位置付けております。

（3）資本政策
当社グループは第２次中期経営計画において、業績計画および経営指標の目標値を、資本

コストを把握したうえで策定しております。
また、株主様に対する利益配当については、経営の最重要課題と位置付け、収益に対応し

た配当施策を実施すべきものと考え、配当の継続性および安定性という面にも充分留意し、
60%以上の連結配当性向を目標としております。

（4）政策保有株式に関する基本方針および議決権行使基準
① 政策保有株式に関する方針
当社は、中長期的な取引関係の維持・拡大を目的として、事業の相乗効果等が創出でき

る銘柄を対象とし、これらを保有することにより、当社の企業価値を高め、株主・投資家
をはじめとするステークホルダーの皆様の利益に資することを基本方針として、保有する
株式を決定しております。なお、当社は純投資を目的とする株式は保有しておりません。
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② 政策保有株式に係る適切な議決権行使を確保するための基準
当社は、政策保有株式に係る議決権行使について、対象企業が持続的な成長と中長期的

な企業価値の向上に繋がるかどうかを総合的に判断することとしております。これにより、
当社の企業価値の向上と株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様の中長期的
な利益に資すると考えております。
なお、保有する株式の新規購入、保有継続等については、原則として取締役会で決定す

るものとしておりますが、保有判断については、毎年、政策保有株式の保有判断基準、議
決権行使判断基準および政策保有株式の判断フロー等を記した「政策保有株式管理規程」
に基づき評価し、保有継続の適否についての判断結果につき社外役員諮問委員会より答申
を受けるものとしております。

２．コーポレート・ガバナンスに対する取り組み

（1）コーポレート・ガバナンスの基本方針
当社グループは、法令遵守、企業倫理遵守のコンプライアンス経営を推進し、経営の透明

性、健全性を確保することが、あらゆる企業活動の基本であると考えております。今後とも
体制面の整備・充実を図るとともに、当社グループの役員・従業員一人ひとりが毅然とした
姿勢で法令および企業倫理を遵守し、さらに透明性の高い企業活動を目指してまいります。
当社グループとして行動基準を制定し、役員・従業員が法令および社内規程を遵守した行動
をとるための基準として周知しております。

（2）コーポレート・ガバナンス体制
① 機関設計
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員による経営の監督を行っております。

② 取締役会の構成
当社の取締役会は、事業運営や経営課題への対応に必要な知識・経験・能力・グローバ

ルな視点等を持つ取締役（監査等委員である取締役を除く）および専門的で建設的な助言
が期待でき、財務・会計・法務に関する適切な知見を有するなど、監視・監督のできる監
査等委員である取締役（社外取締役を含む）により構成され、また、女性取締役として監
査等委員である取締役（社外取締役）を2名選任しており、バランスをとっております。
当連結会計年度末時点では、10名の取締役で構成されており、内訳としては取締役（監

査等委員である取締役を除く）7名（うち、社外取締役1名）、監査等委員である社外取締
役3名となっており、迅速な意思決定を行い、経営を推進していく規模として適切と考えて
おります。
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③ 社外役員諮問委員会
当社では、取締役会の諮問機関として、社外取締役のみで組織された社外役員諮問委員

会を設置しております。社外役員諮問委員会を設置することにより、統治機能の更なる充
実を図っており、委員の中から互選により委員長を選出し、委員長は、取締役会、監査等
委員会、経営会議との連携体制の整備を図っております。

（3）取締役選任の方針と手続
① 方針
1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）
企業理念、長期ビジョン、中期経営計画等に基づく当社の掲げる目標を達成するために

必要な知識・経験・能力等を備える候補者を指名することとしております。併せて、取締
役会として会社全体において的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監
視ができるよう、取締役会の人員構成を考慮し、候補者を指名することとしております。
2) 監査等委員である取締役
当社事業分野に関する知識、財務・会計・法務に関する知見、企業経営に関する多様な

視点や経験、高度な専門知識等のバランスを考慮し、総合的に検討し、候補者を指名する
こととしております。
② 手続
1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）
上記方針に基づき代表取締役が候補者案を作成し、これを社外役員諮問委員会が評価

し、評価内容を取締役会に答申し、最終的に取締役会において監査等委員会の意見を聴取
したうえで候補者の指名を決議しております。
2) 監査等委員である取締役
上記方針に基づき代表取締役が監査等委員会の同意を得たうえで候補者案を作成し、最

終的に取締役会で候補者の指名を決議しております。

（4）最高経営責任者（社長執行役員）等の後継者の計画
後継者としての資質、能力、経験、スキルなどを有する次期経営陣幹部候補者を選定し、

当社の将来あるべき姿に向けた課題を設定し、取締役にその検討内容を発表するサクセッシ
ョン・プランを実施するなど、計画的な育成に努めております。また、次期経営陣幹部候補
者は、引き続き、取締役・執行役員を経験し、十分な時間と経験、実績を積み上げ、最高経
営責任者（社長執行役員）の後継者候補となっていくことを想定しています。社外役員諮問
委員会は、最高経営責任者(社長執行役員)等の継承計画について、代表取締役に対し適宜助
言を行うこととしております。
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（5）取締役会の実効性に関する評価
取締役会の実効性については、取締役会の実効性の評価基準により、各取締役が取締役会

の実効性について、アンケート形式により自己評価するとともに、アンケート結果に基づく
取締役会としての自己評価結果について社外役員諮問委員会の答申を受けることにより、取
締役会の機能向上に努めております。なお、2024年度に第三者機関を起用して、設問の見
直しを実施いたしました。
取締役会の実効性については、社外役員諮問委員会から取締役会による自己評価結果につ

いて妥当との答申を受けており、取締役会の実効性は確保できているものと考えておりま
す。



受注高
（百万円）

（注）完成工事高のグラフには、その他事業（不動産の賃貸業務等）は含まれておりません。

第120期 第121期
（当期）

前期比+6.6％

151,781

完成工事高
（百万円）

第120期 第121期
（当期）

前期比+12.2％

140,264

■メンテナンス ■エンジニアリング

46,045

105,736

39,975

100,288

161,747 157,336
47,341

114,405

44,652

112,683

親会社株主に帰属する
当期純利益

営業利益 経常利益
（百万円）

第120期 第121期
（当期）

9,9689,968

（百万円）

第120期 第121期
（当期）

10,26110,261

（百万円）

第120期 第121期
（当期）

7,2497,249

前期比+8.9％

前期比+11.7％

前期比+8.1％
10,858 11,094

8,100
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３．当社グループの現況に関する事項

（1）事業の経過およびその成果
当連結会計年度のわが国経済は、雇

用・所得環境が改善する下で、各種政策
の効果もあり、景気は緩やかに回復して
おります。他方、アメリカの通商政策等
の影響による国内景気の下振れリスクが
高まっているほか、物価上昇の継続が個
人消費に及ぼす影響なども、国内景気を
下押しするリスクとなっております。
当社を取り巻く事業環境につきまして

は、国内の石油製品需要は、電気自動車
の普及や低炭素燃料への転換等によるエ
ネルギー構造の変化の影響を受け、引き
続き減少していく見込みであります。一
方で、政府の「GX実現に向けた基本方
針」が閣議決定され、産業界では、カー
ボンニュートラル社会実現に向けた取り
組みが加速することが期待されます。

(ご参考)連結経営成績
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当社グループにおきましては、前期比で、メンテナンス分野では主に定期修理工事によ
り、エンジニアリング分野では主に中小規模工事により、受注高、完成工事高ともに増加し
ました。その結果、完成工事総利益も増加しました。
当社グループの連結の業績としましては、受注高1,617億47百万円（前期比6.6％増）、

完成工事高1,573億71百万円（前期比12.1％増）、営業利益108億58百万円（前期比8.9％
増）、経常利益110億94百万円（前期比8.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益81億円
（前期比11.7％増）となりました。
当社単体の業績につきましては、受注高1,523億92百万円（前期比5.7％増）、完成工事

高1,487億69百万円（前期比12.2％増）、営業利益99億48百万円（前期比9.0％増）、経常
利益107億50百万円（前期比11.8％増）、当期純利益80億99百万円（前期比20.6％増）と
なりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度中の当社グループの設備投資総額は、エンジニアリング業で27億6百万円

であり、主なものは事業所の建物であります。

（3）資金調達の状況
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行とシンジケーション方式によるコミッ

トメントライン契約を締結しております。なお、このコミットメントライン契約に基づく当
連結会計年度末における借入実行残高はありません。
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（4）財産および損益の状況の推移

区 分 第 118 期
(2022年3月期 )

第 119 期
(2023年3月期 )

第 120 期
(2024年3月期 )

第 121 期
(当連結会計年度)
(2025年3月期)

受 注 高（百万円) 141,229 138,849 151,781 161,747

完 成 工 事 高（百万円) 129,832 140,061 140,366 157,371

経 常 利 益（百万円) 11,270 11,243 10,261 11,094

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円) 7,748 7,741 7,249 8,100

１株当たり当期純利益 （円) 143.04 142.93 134.20 150.89

純 資 産（百万円) 79,342 83,283 84,123 85,654

総 資 産（百万円) 100,781 114,168 110,746 115,196

（注）１．当社グループでは、エンジニアリング業以外では受注生産を行っておりません。
２．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。

（5）対処すべき課題
① 第2次中期経営計画の総括
2021年度〜2024年度の4年間は統合によるシナジー効果の創出期間であるとともに、長

期ビジョン実現のための基盤づくりを行う期間と位置づけ「RAIZNEXT SYNERGY
POWER」をテーマに取り組みを推進してきました。「経営基盤の強化」、「メンテナンス事業
の強化」、「エンジニアリング事業の強化」、「タンク事業の強化」を基本戦略とし各種施策を
推進した結果、完成工事高(連結)目標1,450億円に対し実績1,573億円、営業利益(連結)目標
105億円に対し実績108億円、親会社株主に帰属する当期純利益(連結)目標70億円に対し実
績81億円、ROE目標8.0%に対し実績9.6%、連結配当性向目標40%以上に対し実績60.3%
となり、すべての業績目標および経営指標の目標値を達成いたしました。
また、第2次中計テーマである2019年の経営統合に伴うシナジー効果については、完成工
事高累計目標200億円以上に対し実績266億円、経常利益累計20億円以上に対し実績25億
円と、こちらも目標を達成いたしました。

第2次中期経営計画期間における取り組み成果と課題は次のとおりです。

１）経営基盤強化
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コーポレートガバナンス・リスクマネジメント体制の整備、安全・品質管理体制の高度化
を図るとともに、持続的な会社の成長と企業価値向上を目指し、サステナビリティ経営を推
し進めるため外部へのESGデータの開示やGHG排出量削減目標（Scope1&2）の策定・開
示を行いました。
また2024年時間外労働上限規制への対応においては、時間外労働ガイドライン作成・人

員採用等、各種施策の確実な実行と改善を継続しています。
従業員に対しては、働きやすい職場環境実現のため、制度改革や工事現場仮設事務所等に

おける執務環境の改善を継続し、老朽化した事業所事務所の建て替え、ネットワークインフ
ラ更新等のBCP対策も積極的に進めました。第2次中期経営計画期間中に構築した各体制や
インフラの適切な運用と強化により、さらなるガバナンスの強化、人材確保と育成、安全・
品質向上が必要と認識しております。
２）メンテナンス事業の強化
全体最適を目的に組織統合を実施した結果、機動的な人員配置が可能となり、大規模定期

修理工事や新たな工場への参入など受注・収益の拡大を果たしました。また、協力会社を含
めた技能者育成や施工体制の強化を図り、安全性向上・効率化に向けた施工作業の自動化、
機械化の推進にも取り組みました。コア事業としての競争力を一層強化すべく、労働生産性
向上を目指し、リソース管理の高度化、さらなる機械化・自動化の加速が必要と認識してお
ります。
３）エンジニアリング事業の強化
エンジニアリング事業においては、新規メガソーラー発電所やグリーンアンモニア製造プ

ラントの建設工事等、カーボンニュートラル社会に向けた新たな分野の工事受注を進めまし
た。また、閉鎖製油所の将来計画への積極的な参画に努め、プラント無害化工事や設備撤去
工事等の基盤整備工事の受注に加え、顧客と協働して新規事業の事業化に向けた検討にも取
り組みました。電気自動車の普及や社会のIT化などにより需要が旺盛な非鉄金属分野におい
ても、工場の新設および増設工事を継続して受注しております。GX推進に伴う設備投資拡
大に対応すべく、DX推進によるエンジニアリングのさらなる高度化・遂行力強化が足元の課
題と認識しております。
４）タンク事業の強化
タンク事業においては、設計から施工計画・施工支援までの一気通貫体制を構築し、全国

事業所ネットワークを活かして、未参入の石油備蓄・製油所のタンク工事を新規受注いたし
ました。また、溶接技術者等の人材不足および作業環境の改善に向けて自動溶接技術の確立
およびロボット実装化の推進、化石燃料に替わるエネルギーとして期待される水素やアンモ
ニア貯蔵タンクの設計・施工技術の検討にも取り組みました。LNGや液化水素などの低温タ
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ンク分野への進出を目指すべく、カーボンニュートラル案件受注体制の早期確立、製作/検
査ロボットの早期実装が課題と認識しております。

② 第3次中期経営計画の概要
当社を取り巻く事業環境においては、第2次中期経営計画期間における事業環境から継続

し、ESGに関する社会意識の高まりに伴うカーボンニュートラル社会への対応、建設業界に
おける労働人口減少への対応、デジタル革命進展への対応など、様々な課題への対応が求め
られています。レイズネクストグループでは、第2次中期経営計画の課題と当社を取り巻く
事業環境を踏まえ、2025年3月に第3次中期経営計画を策定しました。第3次中期経営計画
における基本戦略は、これまでの取り組みから継続し、「経営基盤の強化」、「メンテナンス
事業の強化」、「エンジニアリング事業の強化」、「タンク事業の強化」を柱とし、
「RAIZNEXT X CHALLENGE」（X：トランスフォーメーションを指す）をテーマに、従来
のやり方にとらわれず各種取り組みに挑戦し、長期ビジョン実現の総仕上げとなる第4次中
期経営計画に向けチャレンジしていきます。
１）経営基盤強化
経営基盤における “X” としてDXによる「業務プロセス改革（安全/品質管理の高度化、

業務改革の推進、データドリブン経営等）」や、「人材育成の強化」、「健康経営の促進」、「新
しい働き方の推進」に取り組み、さらなるガバナンスの強化、人材確保と育成、安全・品質
向上を実現します。
２）メンテナンス事業の強化
メンテナンス事業の “X” として「施工作業のさらなる機械化/自動化による安全性向上、

省力化、効率化」、「次世代メンテナンス技術の開発/導入」、「施工管理業務の高度化」など
に取り組み、コア事業としての競争力を一層強化していきます。
３）エンジニアリング事業の強化
エンジニアリング事業の “X” として「3D設計/AI設計推進、BIM/CIM構築」、「先進的プ

ロジェクト管理システム導入」、「高度な解析ソリューション」などに取り組み、エンジニア
リングのさらなる高度化・遂行力強化を目指します。
４）タンク事業の強化
タンク事業の “X” として「低温タンク(LNG/液化水素)分野での受注体制構築」、「製作/

検査のロボット化」、「自動溶接の現場実装」などに取り組み、タンク事業のさらなる拡大を
目指します。
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なお、第3次中期経営計画では、次の経営数値目標を掲げております。

① 業績計画
第3次中期経営計画最終年度（2028年度 2029年3月期）業績目標

＜連結＞

2028年度目標（2029年3月期）

完 成 工 事 高 1,710億円

営 業 利 益 136億円

親会社株主に帰属する当期純利益 93億円

② 経営指標の目標値

自己資本当期純利益率（ROE）・・・ 9.5％以上
連結配当性向 ・・・・・・・・・・60％以上

長期ビジョン、第3次中期経営計画の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載して
おりますので、そちらをご参照願います。（https://www.raiznext.co.jp/）

（6）主要な事業内容（2025年3月31日現在）
事業区分 主な事業内容

エ ン ジ ニ ア リ ン グ 業

石油、石油化学、ガス、一般化学、非鉄金属、金属加工、電子材
料、資源リサイクル、電力、原子力、再生可能エネルギー、分散
型エネルギー、製鉄、石炭、造水、飼料、生化学、食品、医薬品、
医療品、医療、情報・通信、運輸・輸送、流通、備蓄、空気調
整・給排水、公害防止、災害防止、環境保全等の機器、装置、設
備、施設、資機材、学術研究、システムおよびプロセスに関連す
る下記の事業
１．総合的エンジニアリング業務およびコンサルティング業務
２．装置、機器の製造、調達、販売、修理および賃貸
３．装置、機器の設置、土木建築、電気計装、配管等の工事の

設計、監理および施工
４．設備、装置の保全業務
５．研究、開発、技術支援および受託

そ の 他 の 事 業 不動産の総合管理・賃貸、人材派遣業、損害保険代理店業
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（7）重要な子会社の状況（2025年3月31日現在）
会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

東 海 工 機 株 式 会 社 40百万円 60.0％ 各種プラントの建設、保全

レ イ ズ ア ク ト 株 式 会 社 28百万円 100.0％ 各種プラントの建設、保全

S M S 株 式 会 社 10百万円 100.0％ 回転機器の整備、補修

港 南 通 商 株 式 会 社 70百万円 100.0％ 各種プラントの洗浄

鹿島エンジニアリング株式会社 20百万円 100.0％ 各種プラントの触媒交換

京 浜 化 工 株 式 会 社 20百万円 100.0％ 各種タンクの保全

レイズネクスト総合サービス株式会社 85百万円 100.0％ 不動産の総合管理・賃貸、人材派遣
業、損害保険代理店業

P T . S H I N K O
P L A N T E C H 1,300 千US

ドル 99.8％ 各種プラントの建設、保全
（注）１．特定完全子会社に該当する子会社はありません。

２．2024年7月1日付で株式会社東新製作所と池田機工株式会社は合併し、レイズアクト株式会社に
商号変更いたしました。

３．レイズアクト株式会社は、2025年4月1日を効力発生日として、京浜化工株式会社を吸収合併い
たしました。
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（8）主要な事業所等（2025年3月31日現在）
会 社 名 名 称 所 在 地

当 社

本社 神奈川県横浜市
北日本事業所 宮城県多賀城市
鹿島事業所 茨城県神栖市
千葉事業所 千葉県市原市
川崎事業所 神奈川県川崎市
横浜事業所 神奈川県横浜市
新潟事業所 新潟県新潟市
名古屋事業所 愛知県東海市
大阪事業所 大阪府堺市
和歌山事業所 和歌山県有田市
水島事業所 岡山県倉敷市
岩国事業所 山口県岩国市
徳山事業所 山口県周南市

東 海 工 機 株 式 会 社 本社 千葉県市原市
レ イ ズ ア ク ト 株 式 会 社 本社 愛媛県新居浜市
S M S 株 式 会 社 本社 神奈川県横浜市
港 南 通 商 株 式 会 社 本社 神奈川県横浜市
鹿 島 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 本社 神奈川県横浜市
京 浜 化 工 株 式 会 社 本社 岡山県倉敷市
レイズネクスト総合サービス株式会社 本社 神奈川県横浜市
P T . S H I N K O P L A N T E C H 本社 インドネシア共和国・ジャカルタ
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（9）従業員の状況（2025年3月31日現在）
① 当社グループの従業員の状況

事 業 区 分 従 業 員 数 前期末比増減数

エンジニアリング業 1,993名 32名増

そ の 他 の 事 業 162名 2名減
合 計 2,155名 30名増

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減数 平均年齢 平均勤続年数

1,691名 50名増 42.0歳 15.5年

（注）従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グルー
プへの出向者を含みます。）を記載しております。

（10）主要な借入先（2025年3月31日現在）
特記すべき事項はありません。



(ご参考)所有者別株式数分布状況
金融機関
5,676千株
10.48％

金融商品
取引業者
371千株
0.68％

その他の法人
31,720千株
58.56％

個人・その他
8,687千株

外国法人等
7,714千株
14.24％

16.04％

※「個人・その他」には自己株式（208,723株）を含めております。
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４．会社の株式に関する事項（2025年3月31日現在）

（1）発行可能株式総数 160,000,000株
（2）発行済株式総数 54,168,053株（自己株式208,723株含む）
（3）株主数 7,291名
（4）大株主の状況

株 主 名 持株数(千株) 持株比率(％)

ENEOSホールディングス株式会社 11,658 21.61

株式会社UH Partners 2 4,904 9.09

光通信株式会社 4,054 7.51

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,927 7.28

株式会社NIPPO 3,882 7.20

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND 2,671 4.95

株式会社UH Partners 3 1,919 3.56

レイズネクスト従業員持株会 1,749 3.24

株式会社エスアイエル 1,354 2.51

レイズネクスト取引先持株会 1,259 2.33

（注）持株比率は、自己株式（208,723株）を控除して計算しております。



37

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役および社外
取締役を除く） 当社普通株式 17,313株 6名

社外取締役（監査等委員である取締役を除
く） ― ―

監査等委員である取締役 ― ―

（注）当社は、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）（以下、「対象取締役」という）
を対象に、対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと
もに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報
酬制度を導入しております。

(6) その他株式に関する重要な事項
（当社従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度）
当社は、2024年2月9日開催の取締役会において、当社従業員に対する新たなインセンテ

ィブ・プランとして、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度を決議いたしま
した。これを受け、2024年5月24日開催の取締役会決議を経て、以下のとおり自己株式の
処分を行いました。
① 処分期日 2024年9月20日
② 処分した株式の種類及び数 当社普通株式 644,084株
③ 処分金額 1,187,046,812円（1株につき1,843円）
④ 割当方法（割当先） 第三者割当の方法による（レイズネクスト従業員持株会）
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５．会社役員に関する事項

（1）取締役（2025年3月31日現在）
氏 名 地 位 担当および重要な兼職の状況等

野 呂 隆 代表取締役会長
毛 利 照 彦 代表取締役社長 社長執行役員

福 久 正 毅 取 締 役 副 社 長
副社長執行役員
社長補佐（内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営
企画部、経理部、デジタル戦略部）

上 田 秀 樹 取 締 役 副 社 長
副社長執行役員
社長補佐（工務本部、安全・品質本部）
営業本部、タンク本部 管掌

木 村 裕 之 取 締 役 副 社 長 副社長執行役員
社長補佐（プロジェクト事業部、エンジニアリング本部）

中宅間 大 作 取 締 役 専務執行役員
メンテナンス事業部 管掌

伊 佐 範 明 社 外 取 締 役
開志専門職大学 客員教授
新潟食料農業大学 客員教授
新電力新潟株式会社 取締役会長

佐 分 紀 夫 社外取締役(監査等委員) 公認会計士
株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役

水 地 啓 子 社外取締役(監査等委員)
弁護士
横浜市人事委員会 委員長
社会福祉法人親善福祉協会 理事長

西 田 まゆみ 社外取締役(監査等委員)
中国人民大学 客員教授
北海道大学触媒科学研究所 研究推進支援教授
株式会社ウェストコーナー 代表取締役社長
北海道大学 名誉教授

（注）１．取締役副社長木村裕之氏、取締役中宅間大作氏は、2024年6月25日開催の第120回定時株主総
会において新たに取締役に選任され、就任いたしました。

２．取締役伊佐範明、監査等委員である取締役佐分紀夫、水地啓子および西田まゆみの各氏は、社外
取締役であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

３．監査等委員である取締役佐分紀夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関す
る相当程度の知見を有しております。

４．2024年6月25日開催の第120回定時株主総会終結の時をもって、取締役山内弘人、監査等委員
である取締役黒澤健治の両氏は任期満了により、退任いたしました。

５．監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずし
も常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

６．当社は、会社法第427条第1項および定款の規定に基づき、社外取締役全員と会社法第423条第
1項に定める損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、会社法第425条第1項に定める額であります。

７．当社は、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当
該保険により被保険者が負担することになる争訟費用および法律上の損害賠償金を填補すること
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としております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役、執行役員および当社子
会社取締役および監査役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担してお
ります。

（2）当事業年度に係る取締役の報酬等の額
① 取締役の報酬等の総額

役員区分
報酬等の
総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

対象となる
役員の員数
（人）

取 締 役 ( 監 査 等 委 員
である取締役を除く) 276 155 90 31 8

(うち社外取締役) (6) (6) (―) (―) (1)
監査等委員である取締役 26 26 ― ― 4
(うち社外取締役) (21) (21) (―) (―) (3)

（注）１．上記には、当事業年度中に退任した2名を含んでおります。
２．非金銭報酬等の内容については、「４．会社の株式に関する事項」に記載のとおりです。

② 業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、連結営業利益の目標値（KPI）

に対する達成度合いに応じて算出された額をベースとし、配当、他社動向および中長期業
績や過去の支給実績等を総合的に勘案した賞与として毎年一定の時期に支給することとし
ています。
業績指標として連結営業利益を選定した理由は、中期経営計画において連結営業利益の

目標を設定したためであります。
なお、当事業年度における連結営業利益期首目標93億円に対する決算は108億円となり

ましたので、KPI達成率116％として算出した金額を支払うこととしております。

③ 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催

の第112回定時株主総会において年額400百万円以内と決議しております（使用人兼務取
締役の使用人分給与は含みません。）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）の員数は9名（うち、社外取締役は0名）です。また、当該金銭報酬枠
の内枠として、2023年6月27日開催の第119回定時株主総会において、株式報酬（譲渡制
限付株式報酬制度）の額を年額100百万円以内、株式数の上限を年100,000株以内（監査
等委員である取締役および社外取締役を除きます。）と決議しております。当該定時株主総
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会終結時点の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）の員数は5名で
す。
当社監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第112回定時株

主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査
等委員である取締役の員数は5名（うち、社外取締役は3名）です。

④ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」といいます。）は、

代表取締役が原案を作成し、社外役員諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重して
2024年8月9日開催の取締役会において以下の決定方針を決議いたしました。

2）取締役の報酬の決定方針
ア．基本方針
（ア）取締役（監査等委員である取締役を除く）
ⅰ）当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）の報酬は、月額
報酬、賞与および株式報酬により構成し、職責と成果を反映させた体系とすることと
します。ただし、記念行事・式典等に関わる一時金等の支給が発生する際は、別途こ
れを取締役会で決定することとします。

ⅱ）当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は、月額報酬のみを支給する
こととします。

（イ）監査等委員である取締役
月額報酬のみを支給することとします。

イ．金銭報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の
決定に関する方針を含みます。）

（ア）取締役（監査等委員である取締役を除く）
月額報酬については、各取締役の職位に基づき決定することとします。

（イ）監査等委員である取締役
監査等委員の役割・職務等を踏まえ、監査等委員の協議により決定することとしま
す。

ウ．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関
する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含みます。）

（ア）取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）の賞与は、各期の連結
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営業利益の目標値(KPI）に対する達成度合いに応じて算出された額をベースとし、
配当、他社動向および中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案のうえ代表取
締役が報酬案を作成し、社外役員諮問委員会に報酬案の妥当性を諮問し、最終的に
取締役会において社外役員諮問委員会の答申内容を尊重したうえで決定し、毎年、
一定の時期に現金で支給することとします。

（イ）株式報酬は、対象期間開始後速やかに、譲渡制限が付された株式を取締役（監査等委
員である取締役および社外取締役を除く）に交付することとします。

エ．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬
等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）の種類別報酬割合につ
いては、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマーク
とする報酬水準を踏まえ、上位の役職ほど業績連動報酬および株式報酬のウェイトが
高まる構成とします。
取締役会は、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）の種類別

報酬割合について決定または改定する場合は、社外役員諮問委員会に決定案の妥当性
を諮問するものとし、同委員会の答申内容を尊重することとします。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、下表のとおりとします。（KPIを100％達

成した場合）

役位 月額報酬 賞与 株式報酬
代表取締役 ５１％ ３４％ １５％
取締役 ６４％ ２７％ ９％

オ．取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定に
関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長 社長執行役
員 毛利照彦がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、
各取締役（監査等委員である取締役を除く）の月額報酬の額、賞与の額および株式報
酬の額とします。この権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グ
ループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を
決定できると判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締

役を構成員とする任意の社外役員諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとしてお
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り、代表取締役社長は当該答申の内容に従って取締役の個人別の報酬額を決定すると
の方針を明確にすることで、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための
措置が講じられていることから、取締役会はその内容が上記決定方針に沿うものであ
ると判断しております。

（3）社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係
取締役伊佐範明氏は、新電力新潟株式会社の取締役会長です。当社との間に特別な関係

はありません。
取締役（監査等委員）水地啓子氏は、横浜市人事委員会委員長、社会福祉法人親善福祉

協会理事長です。いずれも当社との間に特別な関係はありません。
取締役（監査等委員）西田まゆみ氏は、株式会社ウェストコーナーの代表取締役社長で

す。当社との間に特別な関係はありません。
② 他の法人等の社外役員の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係
取締役（監査等委員）佐分紀夫氏は、株式会社日本エム・ディ・エムの社外取締役です。

当社との間に特別な関係はありません。



43

③ 当事業年度における主な活動状況
地 位 氏 名 主な活動状況

社 外 取 締 役 伊 佐 範 明
当期開催の取締役会12回中12回全て(100％)に出席し、
多くの会社経営に携わってきたことなどによる豊富な経
験・見識から、適宜質問するとともに社外の立場から意
見を述べております。

社 外 取 締 役
（監査等委員） 佐 分 紀 夫

当期開催の取締役会12回中12回全て(100％)および監査
等委員会10回中10回全て(100％)に出席し、公認会計士
としての豊富な経験・見識から、適宜質問するとともに
社外の立場から意見を述べております。

社 外 取 締 役
（監査等委員） 水 地 啓 子

当期開催の取締役会12回中12回(100％)および監査等委
員会10回中10回全て(100％)に出席し、法曹界における
豊富な経験・見識から、適宜質問するとともに社外の立
場から意見を述べております。

社 外 取 締 役
（監査等委員） 西 田 まゆみ

当期開催の取締役会12回中12回全て(100％)および監査
等委員会10回中10回全て(100％)に出席し、多くの会社
経営に携わってきたことなどによる豊富な経験・見識か
ら、適宜質問するとともに社外の立場から意見を述べて
おります。

④ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
上記③において述べた活動のほか、各社外取締役は、経営の透明性・客観性を確保する

観点から、取締役会からの諮問を受け、社外取締役全員から構成される社外役員諮問委員
会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者の指名・解任、執行役員
の選任・解任、取締役（監査等委員である取締役を除く）・執行役員の報酬等、取締役会の
実効性、株主総会決議における相当数の反対票が投じられた議案、資本政策に対する合理
性および必要性、政策保有株式の保有継続の適否等の取締役会の重要な意思決定事案につ
いて、その内容を評価・検討し、取締役会に対して、社外役員諮問委員会としての意見を
答申しております。また、定期的に代表取締役、その他の業務執行取締役との面談を行う
ことを通じて、当社の経営状況・経営課題の把握および社外取締役としての意見の表明を
行っております。
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６．会計監査人に関する事項

（1）会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

（2）会計監査人の報酬等の額

区分 監査証明業務に基づく報酬
(百万円)

非監査業務に基づく報酬
(百万円)

当社 62 -

連結子会社 - -

合計 62 -
（注）1. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま

え、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認
し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等
につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品
取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことか
ら、上記「監査証明業務に基づく報酬」の金額はこれらの合計額を記載しております。

3. 当社の子会社であるPT.SHINKO PLANTECHは、当社の会計監査人以外の監査法人による監査
を受けております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると

認められた場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、当社監査等委員会は、上記の場合の他、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であ

ると認められる場合、その他必要と判断される場合には、会社法第399条の2第3項第2号の
定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定
いたします。

７．業務の適正を確保するための体制および運用状況に関する事項

（1）業務の適正を確保するための体制の整備についての取締役会決議の内容
「取締役の職務の執行が法令および定款に適合する事を確保するための体制その他業務の
適正を確保するための体制」についての取締役会決議の内容は以下のとおりです。
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① 取締役および使用人（従業員）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制
1）企業理念およびコンプライアンスの精神に鑑み、当社グループの役職員が法令・定款お
よび社会規範を遵守した行動をとるための指針として「レイズネクストグループ・行動基
準」を定めます。
2）コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の確立と意識の維持向上を図
ると共に、定期的な法令遵守状況の点検やコンプライアンスに関する事案の調査、監督指
導を行い、委員長は重要な事案について取締役会へ報告し、法令・定款および社内規程等
の遵守徹底を推進します。また、委員会の開催にあたっては監査等委員である取締役の出
席機会を確保します。
3）コンプライアンスに反する行為の早期発見・早期是正を図るため、「コンプライアン
ス・ホットライン規程」に基づく当社グループのコンプライアンス・ホットライン制度を
設けて、社内通報先として法務担当部長、社外通報先として弁護士事務所を設置して運用
します。また、コンプライアンス・ホットライン制度の利用によって当該報告を行ったこ
とを理由として不利な取扱いを受けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨
を関係する規程類に明記する等、必要な体制を整備・運用します。
4）取締役会の適正な運営を図るため、「取締役会規則」を制定のうえ、これに基づき、取
締役会を原則として毎月１回開催します。取締役会は十分な審議を経て重要な業務執行を
決定すると共に、取締役から適切に職務の執行状況につき報告を受けます。
5）社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客
観性の確保および妥当性の一層の向上を図ります。
6）内部監査部門は、各部門から独立のうえ年度計画に基づく監査を実施し、監査報告書に
まとめ代表取締役社長に報告すると共に、経営会議に報告します。また、内部監査結果の
うち重要なものは、取締役会においてその内容を報告します。
7）財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用すると共に、毎年、その
有効性を評価し、必要な是正を行います。
8）反社会的勢力との関係を遮断するため、当社の業務実態に応じた規程類を整備・運用
し、その遵守を徹底します。

② 取締役および使用人（従業員）の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体
制
1）職務の執行は原則として文書によることとし、文書の作成、管理等に関する規程類を整
備・運用します。
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2）法令に基づき取締役会議事録を適正に作成し、また、各職制の決裁書類について、その
作成、回付、保存等に関する規程類を整備・運用します。
3）会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報および個人情報を適切に取り扱
うための規程類を整備・運用します。また、社内研修等の機会を通じ、従業員に対して、
その遵守を徹底します。
4）会社法等に基づき、事業報告および計算書類等を適正に作成すると共に、会社情報の適
時適切な開示を行います。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1）全社的リスクマネジメント実施に際して、その基本的な体制や手法を定めることを目的
とする「全社的リスクマネジメント規程」に基づき、管理の対象とするリスクの類型を認
識のうえ、カテゴリーごとの責任部署が統括管理すると共に、重要なリスク情報について
は取締役会に報告する体制とします。
2）当社グループの経営に重大な影響を及ぼす危機・緊急事態には、「危機管理規程」に基
づき、社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、組織的に対応します。
3）当社は、安全、品質の確保、環境保全および健康の確保を図ると共に、人権尊重、人材
育成等の施策に取り組むこととし、このために必要な体制および規程類を整備・運用しま
す。
4）当社の主要事業である請負工事の遂行においては、原価管理等を検討し適切に取組むこ
ととし、このために必要な体制および規程類を整備・運用します。

④ 取締役および使用人（従業員）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制
1）取締役の職務の有効性と効率性を確保するため、レイズネクストグループの長期ビジョ
ンを策定すると共に、中期経営計画・年度会社運営方針等を定め、それに基づく各部門の
具体的な目標を設定し、その妥当性、達成度を定期的に評価します。
2）執行役員制度により経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離すると共に「組
織および職制に関する規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等において役職員の責任
権限を明確化することにより、迅速かつ効率的に職務を執行します。
3）取締役会決議事項については、事前に社長決裁を経るものとします。また、社長決裁に
あたっては、その協議機関として経営会議を設置し、原則として当社経営陣による集団的
な検討・討議を経て、適正かつ効率的な意思決定を行います。
4）適切な情報管理、業務の標準化・効率化および内部統制の強化、新たな事業機会の創出
等の観点から、ＩＴ環境の構築・整備とその活用に取り組みます。
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⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
1）当社は、当社グループの役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるため
の指針として定める「レイズネクストグループ・行動基準」の浸透・徹底を図ります。ま
た、コンプライアンス・ホットライン制度についてはその適用範囲を当社グループ全体と
します。
2）当社は、「関係会社管理規程」等に基づき、子会社を管理します。同規程等において、
当社子会社の業務執行案件のうち重要事項については当社の機関決定を要する旨を定め、
適切に運用します。また、子会社に対しては当社内部監査部門による定期的な監査を実施
します。
3）当社は、子会社の社長を定期的に招集し、各社の業績、重大なリスクの存否または所
在、その他の重要な情報について報告を受けます。また、「関係会社管理規程」に基づき
決算等の情報を定期的に報告させることにより、関係会社の状況を適時適切に把握しま
す。

⑥ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1）監査等委員会が定めた監査基準および監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行および監査
環境の整備に協力します。
2）監査等委員が経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定プロセスおよび業務執
行状況を把握できるように必要な措置を講ずるほか、主要な決裁に関する書面等業務執行
に関する重要文書を閲覧に供すると共に、当社グループの役職員は、監査等委員会から業
務執行に関する事項について求められたときは、速やかに適切な報告を行います。
3）当社または関係会社において、重大な法令・定款違反および不正行為の事実、会社に著
しい損害を与えるおそれのある事実等を発見したときは速やかに、また内部通報の状況に
ついては定期的に、監査等委員会に当該事実等を報告するための体制を整備・運用しま
す。
4）監査等委員会に対して報告した者が当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱い
を受けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記する
等、必要な体制を整備・運用します。
5）代表取締役その他の経営陣が監査等委員と定期的に会合を持ち、業務執行に関する事
項、その他の監査等委員の職務に必要な事項について報告し、意見交換を行います。
6）内部監査部門は、監査計画および監査結果に関して意見交換を行う等、監査等委員会と
密接な連携を保つように努めます。
7）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を代表取締役社長に求めた場合には、監査
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等委員会の業務補助のための使用人を置くこととします。またこの場合、監査等委員会の
当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員の評価、異動の人事処遇
は、監査等委員との事前の協議を経て、これを決定します。
8）監査等委員の職務の執行にかかる費用または債務について、会社法第399条の2第4項
の規定により、監査等委員からの請求に基づき、当社が適切にこれを負担します。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
「取締役の職務の執行が法令および定款に適合する事を確保するための体制その他業務の
適正を確保するための体制」についての運用状況は以下のとおりです。

① 取締役および使用人（従業員）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制
1）「レイズネクストグループ・行動基準」を制定し、当社グループの役職員が法令・定款
および社会規範を遵守した行動をとるため、その周知、徹底を図っています。
2）「コンプライアンス規程」および「コンプライアンス委員会規則」に基づき、コンプラ
イアンス委員会を開催し、子会社を含めて遵法状況点検を実施しました。結果、取締役会
に報告が必要な重要な事案は生じていないことを確認しています。
3）「コンプライアンス・ホットライン規程」に基づき、弁護士と連携した内部通報制度を
整備・運用しています。また、同規程において、通報者が通報したことを理由としていか
なる不利益な取扱いも受けないようにしなければならないことを明記する等、不利益な取
扱いを禁止するための体制を整備・運用しています。
4）「取締役会規則」に基づき、当期は12回の取締役会を開催し、重要な業務執行を決定す
ると共に、取締役の職務の執行状況の報告を受けました。
5）社外取締役が取締役会に出席して審議に加わり、業務執行の決定における客観性の確保
および妥当性の一層の向上を図りました。
6）内部監査部門による監査は内部監査計画に基づき実施し、報告書は代表取締役へ提出さ
れた後、経営会議に報告されました。その後、監査等委員である取締役へ回覧されまし
た。また、内部監査結果のうち重要なものは、取締役会においてその内容を報告すること
としておりますが、当期において該当するものはありませんでした。
7）金融商品取引法に基づき、財務報告にかかる内部統制の有効性評価を実施しています。
また、当期においては、金融庁による「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」
および「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」の改訂に対応しまし
た。
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8）「反社会的勢力対応基本規程」に基づき、反社会的勢力との関係遮断のため取引先調査
および契約上の措置等を実施しています。

② 取締役および使用人（従業員）の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体
制
1）文書の作成、管理等について定める「文書取扱規則」および「書類保存規則」に基づ
き、原則として文書により職務を執行しています。
2）法令および「取締役会規則」に基づき取締役会議事録を作成すると共に、「職務権限規
程」、「稟議規程」に基づき職制別の決裁書類を作成し、これらを適切に保存・管理してい
ます。
3）「情報セキュリティ基本規程」、「個人情報保護規程」等の規程類に基づき、機密情報お
よび個人情報を含む会社情報を適切に管理しています。また、全社員対象の社内研修等を
通じ、その遵守を徹底しています。
4）関係法令および証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報
告書等を適正に作成し、開示しています。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1）「全社的リスクマネジメント規程」に基づく各部門によるモニタリングの他、内部監査、
プロジェクト審査等のモニタリングによりリスクの早期発見に努めています。また、重要
な業務執行案件を取締役会に付議するにあたっては、経営会議での審議を経た後、「職務
権限規程」に基づき決裁書・合議意見書等において想定されるリスクを洗い出し顕在化の
防止に努めています。なお、報告対象期間中に取締役会に報告を要する重要なリスクは発
生していません。
2）当社グループの経営に重大な影響を及ぼすような天災・事故等の危機・緊急事態が発生
した場合に備えて「危機管理規程」を制定しています。
3）当社事業における安全、品質の確保、環境保全および健康の確保を図るため様々な規程
類を整備すると共に、品質マネジメント監査、安全監査のモニタリングによりリスクの早
期発見等に努めています。
4）請負工事の遂行においては所管部署において原価管理等を適切に実施しています。加え
て特に会社業績への影響が大きいと判断される工事については、工事管理統括部門によっ
てその状況を適時に把握できる体制を整備、運用しています。
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④ 取締役および使用人（従業員）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制
1）レイズネクストグループの長期ビジョン、中期経営計画、年度会社運営方針を策定する
と共に、年度予算および数値目標を決定し、経営会議および取締役会等において、その進
捗状況について確認しています。
2）執行役員制度による経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および「組織お
よび職制に関する規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき役職員の責任権限
を明確化することにより、迅速かつ効率的に職務の執行に努めています。
3）取締役会決議事項については、事前に社長決裁を経ています。また、社長決裁にあたっ
ては、その協議機関である経営会議を開催しています。
4）適切な情報管理、業務の標準化・効率化および内部統制の強化、新たな事業機会の創出
等を目的として、ＩＴ環境の構築・整備とその活用に取り組んでいます。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
1）「レイズネクストグループ・行動基準」に基づき、グループ各社の役職員が法令・定款
および社会規範を遵守した行動をとるため周知、徹底を図っています。また、コンプライ
アンス・ホットライン制度についてはその適用範囲を当社グループ全体としています。
2）「関係会社管理規程」を制定し、グループ各社に対してこれを遵守させることを徹底し
ています。また、「内部監査規程」に基づき子会社の内部監査を計画的に実施しその監査
結果については、親会社代表取締役へ報告された後、親会社経営会議に報告されました。
その後、親会社監査等委員である取締役へ回覧されました。
3）「関係会社管理規程」に基づき、親会社経営層と各子会社社長による子会社社長会を定
期的に開催し、各子会社の業績および重要事項の報告を受けました。

⑥ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1）監査等委員会が定めた監査基準および監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行および監査
環境の整備に協力しています。
2）監査等委員は、経営会議等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べると共に稟
議書をはじめとする取締役の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて各役職
員に対してその説明を求めています。また、各役職員は、監査等委員の求める事項につい
て、速やかに適切な報告を行っています。
3）監査等委員会への、重大な法令違反等が生じた場合の報告と内部通報に関する定期的な
報告については、各々「コンプライアンス規程」と「コンプライアンス・ホットライン規
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程」にこれを定め、運用しています。
4）「コンプライアンス規程」に監査等委員会に報告した役職員に対し当該報告をしたこと
を理由に不利な取扱いをすることを禁止する旨を定め、当該趣旨を当社およびグループ会
社の役職員に周知徹底しています。
5）代表取締役、その他の経営陣と監査等委員が意見交換のための定期的な会合を開催した
他、個別案件毎に必要に応じて監査等委員との意見交換を行い意思疎通を図りました。
6）内部監査部門は監査計画および監査結果に関して意見交換を行う等、監査等委員会と密
接に連携しました。
7）「監査事務室」を設置し、監査等委員会の職務を補助するための専任の従業員が、監査
等委員の指示のもと、業務を遂行しています。
8）監査等委員の職務の執行にかかる費用については、監査等委員からの請求に基づき、こ
れを負担しています。

以上
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連結計算書類
連結貸借対照表（2025年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） (負債の部)
流動資産 87,315 流動負債 26,414
現金及び預金 3,575 支払手形及び工事未払金 14,083
受取手形、完成工事未収入金及び契約資産 80,979 電子記録債務 132
電子記録債権 1,012 短期借入金 1,500
未成工事支出金 799 未払法人税等 2,460
その他 947 未成工事受入金 611

工事損失引当金 656
完成工事補償引当金 168
賞与引当金 2,402
役員賞与引当金 34
その他 4,365

固定資産 27,881 固定負債 3,127
有形固定資産 18,480 繰延税金負債 129
建物及び構築物 7,443 役員退職慰労引当金 1
機械装置及び運搬具 960 退職給付に係る負債 2,817
工具、器具及び備品 692 その他 178
土地 8,806 負債合計 29,541
リース資産 105 (純資産の部）
建設仮勘定 471 株主資本 82,015

無形固定資産 1,684 資本金 2,754
その他 1,684 資本剰余金 11,687

投資その他の資産 7,716 利益剰余金 68,007
投資有価証券 4,711 自己株式 △434
関係会社株式 736 その他の包括利益累計額 3,031
長期前払費用 9 その他有価証券評価差額金 1,721
繰延税金資産 1,653 繰延ヘッジ損益 15
その他 775 為替換算調整勘定 158
貸倒引当金 △170 退職給付に係る調整累計額 1,135

非支配株主持分 608
純資産合計 85,654

資産合計 115,196 負債・純資産合計 115,196
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連結損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
完成工事高 157,371
完成工事原価 138,445
完成工事総利益 18,926
販売費及び一般管理費 8,067
営業利益 10,858
営業外収益
受取利息 7
受取配当金 203
受取賃貸料 36
為替差益 3
その他 44 294

営業外費用
支払利息 29
貸倒引当金繰入額 1
その他 26 58

経常利益 11,094
特別利益
固定資産売却益 65
投資有価証券売却益 428 494

特別損失
固定資産売却損 9
固定資産除却損 93 103

税金等調整前当期純利益 11,485
法人税、住民税及び事業税 3,908
法人税等調整額 △579 3,328
当期純利益 8,156
非支配株主に帰属する当期純利益 55
親会社株主に帰属する当期純利益 8,100
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連結株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
（単位：百万円）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2024年４月１日残高 2,754 11,839 67,390 △1,833 80,151
連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △7,483 △7,483
親会社株主に帰属
する当期純利益 8,100 8,100
自 己株式の取得 △18 △18
自己株式の処分 △152 1,417 1,265
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額 (純 額)

−

連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額 合 計 − △152 617 1,399 1,863
2025年３月31日残高 2,754 11,687 68,007 △434 82,015

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

2024年４月１日残高 1,910 3 116 1,094 3,124 847 84,123
連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 − △7,483
親会社株主に帰属
する当期純利益 − 8,100
自 己株式の取得 − △18
自己株式の処分 − 1,265
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額 (純 額)

△188 12 42 40 △93 △239 △332

連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額 合 計 △188 12 42 40 △93 △239 1,531
2025年３月31日残高 1,721 15 158 1,135 3,031 608 85,654
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計算書類
貸借対照表（2025年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） (負債の部)
流動資産 81,622 流動負債 26,908
現金及び預金 1,284 工事未払金 13,098
受取手形 28 短期借入金 3,570
電子記録債権 1,009 未払法人税等 2,361
完成工事未収入金 54,134 未成工事受入金 581
契約資産 23,863 工事損失引当金 656
未成工事支出金 497 完成工事補償引当金 168
その他 804 賞与引当金 2,270

未払金 1,888
その他 2,313

固定資産 29,202 固定負債 4,456
有形固定資産 17,410 退職給付引当金 4,297
建物 6,570 その他 158
構築物 504
機械及び装置 825 負債合計 31,364
車両運搬具 15 (純資産の部)
工具、器具及び備品 647 株主資本 77,733
土地 8,304 資本金 2,754
リース資産 71 資本剰余金 11,687
建設仮勘定 471 資本準備金 11,460

無形固定資産 1,332 その他資本剰余金 226
その他 1,332 利益剰余金 63,726

投資その他の資産 10,460 利益準備金 408
投資有価証券 4,675 その他利益剰余金 63,318
関係会社株式 3,098 別途積立金 500
長期前払費用 8 繰越利益剰余金 62,818
繰延税金資産 2,088 自己株式 △434
その他 759 評価・換算差額等 1,726
貸倒引当金 △170 その他有価証券評価差額金 1,711

繰延ヘッジ損益 15
純資産合計 79,459

資産合計 110,824 負債・純資産合計 110,824
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損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
完成工事高 148,769
完成工事原価 131,719
完成工事総利益 17,049
販売費及び一般管理費 7,101
営業利益 9,948
営業外収益
受取利息 2
受取配当金 779
受取賃貸料 45
為替差益 3
その他 32 863

営業外費用
支払利息 42
貸倒引当金繰入額 1
その他 17 61

経常利益 10,750
特別利益
固定資産売却益 65
投資有価証券売却益 428 493

特別損失
固定資産売却損 9
固定資産除却損 93 102

税引前当期純利益 11,140
法人税、住民税及び事業税 3,645
法人税等調整額 △603 3,041
当期純利益 8,099
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株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金
別 途 積 立 金

2024年４月１日残高 2,754 11,460 378 11,839 408 500
事業年度中の変動額
剰余金の配当 −
当 期 純 利 益 −
自己株式の取得 −
自己株式の処分 △152 △152

株主資本以外の項目の
事業年度中の
変動額 (純 額)

−

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 − − △152 △152 − −

2025年３月31日残高 2,754 11,460 226 11,687 408 500

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

評価・換算
差額等
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2024年４月１日残高 62,202 63,110 △1,833 75,871 1,900 3 1,903 77,774
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △7,483 △7,483 △7,483 △7,483
当 期 純 利 益 8,099 8,099 8,099 8,099
自己株式の取得 − △18 △18 △18
自己株式の処分 − 1,417 1,265 1,265

株主資本以外の項目の
事業年度中の
変動額 (純 額)

− − △189 12 △177 △177

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 615 615 1,399 1,862 △189 12 △177 1,685

2025年３月31日残高 62,818 63,726 △434 77,733 1,711 15 1,726 79,459
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監査報告
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2025年5月16日
レイズネクスト株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐 藤 賢 治

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鵜 飼 豊 一

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、レイズネクスト株式会社の２０２４年４月１日から２０２５年３月

３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、レイズネク

スト株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連

結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する
ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2025年5月16日

レイズネクスト株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐 藤 賢 治

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鵜 飼 豊 一

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、レイズネクスト株式会社の２０２４年４月１日から２０２5

年３月３１日までの第１２１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第121期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたし

ました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に

基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役
及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、会社の内部監査部門と連携しつつ、子会社の主要拠点において業務及び財産の状況を
調査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報
告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2025年５月20日

レイズネクスト株式会社 監査等委員会

監査等委員長（社外取締役） 佐 分 紀 夫 ㊞
監査等委員（社外取締役） 水 地 啓 子 ㊞
監査等委員（社外取締役） 西 田 まゆみ ㊞

以 上
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第121回定時株主総会会場ご案内図

環境保全のため、FSC®認証紙と植物油インキを使用
して印刷しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。見やすいユニバーサルデザイン

フォントを採用しています。

お問合せ先

レイズネクスト株式会社
総務部 電話 045-415-1111
〒231-0062
横浜市中区桜木町一丁目1番地8

※本株主総会用の駐⾞場・駐輪場のご用意はしておりません。公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。
※会場は、バリアフリーとなっておりますが、お⼿伝いが必要な株主様は当社スタッフにお声掛けください。


